
令和５年度第１回山県市公共交通会議 次第
日 時：令和５年６月２２日（木）午前１０時００分～

場 所：山県市役所３階 大会議室

１ 委嘱状交付

２ 開会

３ 会長あいさつ

４ 協議事項

（１） 令和４年度決算について

（２） 令和５年度予算（案）について

（３） 令和６年度地域内フィーダー系統確保維持計画（案）

について

（４） 市町村運営有償運送（市町村福祉輸送）の更新につい

て

（５） 山県市地域公共交通計画の骨子案について

５ 報告事項

（１） 前回からの経過報告

６ その他

（１） 次回の開催について

７ 閉会
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令和5年度　山県市公共交通会議　委員名簿 令和5年6月22日現在

役職 団体 氏 名 備考

１号 副市長 会長 市 副市長
クボタ ユウジ

久保田　裕司

岐阜乗合自動車株式会社 取締役
アイ ミヤ カズオ

相宮　一夫

高富タクシー有限会社 取締役社長
ミヤチ キョウイチ

宮地　恭一

公益社団法人岐阜県バス協会専務理事
キムラ ハルフミ

木村　治史

市自治会連合会 会長
フクイ ヤスオ

福井　康雄

市自治会連合会 (高富地区)
アサノ ナオミ

淺野　直美

監事 市自治会連合会
副会長
(美山地区)

ホリ クニ トシ

堀　 利

市自治会連合会 (伊自良地区)
ウメダ トモミ

梅田　智美 欠席

市老人クラブ連合会女性部 部長
ヤマダ アイコ

山田　愛子 欠席

市PTA連合会 PTA会員代表
マナベ トミコ

真鍋　富子

４号 岐阜運輸支局 中部運輸局岐阜運輸支局
首席運輸企画
専門官

アツミ ヒロシ

渥美　宏

５号 労組等代表 岐阜乗合自動車労働組合 執行委員長
ショウムラ アキラ

正村　明

６号 岐阜県
岐阜県都市建築部都市公園・交
通局公共交通課

課長
サトウ トモノリ

佐藤　智紀
6/22代理
同課主任 玉木竣

岐阜土木事務所施設管理課 課長
タナハシ ノリヒロ

棚橋　典広

市建設課 課長
タナハシ カズオ

棚橋　和夫

８号 公安委員会 山県警察署交通課 課長
ナガサカ カツミ

長坂　克己

９号 学識経験者 副会長
岐阜大学工学部社会基盤工
学科

教授
クラウチ フミタカ

倉内　文孝

１０号
市長が必要と

認める者
副会長 市社会福祉協議会 会長

ニワ ヒデユキ

丹羽　英之

【事務局】

企画財政課長 丹羽　竜之
　　〃　課長補佐 奥村　公敏
　　〃　主任 村瀬　瑞恵

委員区分

２号
一般旅客自動
車運送事業者

３号
市民又は利用
者の代表者

７号 道路管理者
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１　歳入 単位：円

款 項 目

１　負担金 3,556,500 5,227,750 △ 1,671,250

１　負担金 3,556,500 5,227,750 △ 1,671,250

１　負担金 3,556,500 5,227,750 △ 1,671,250 山県市負担金

２　国庫補助金 1,393,500 1,372,250 21,250

１　国庫補助金 1,393,500 1,372,250 21,250

１　国庫補助金 1,393,500 1,372,250 21,250
令和5年度地域公共交通確保
維持改善事業費補助金(地域
公共交通調査事業)

３　繰越金 148 148 0

１　繰越金 148 148 0

１　繰越金 148 148 0

4,950,148 6,600,148 △ 1,650,000

２　歳出 単位：円

款 項 目

２　事業費 4,950,000 6,600,000 △ 1,650,000

１　事業費 4,950,000 6,600,000 △ 1,650,000

１　事業費 4,950,000 6,600,000 △ 1,650,000
令和5年度山県市地域公共交
通計画策定支援業務
(4,950,000円）

３　予備費 148 148 0

１　予備費 148 148 0

１　予備費 148 148 0

4,950,148 6,600,148 △ 1,650,000

※　各科目間の予算は、相互に流用できるものとする。

令和5年度山県市公共交通会議　歳入歳出予算書(案)

科目

合計

科目

合計

本年度
予算額

前年度
予算額

比較 説明

予算額
前年度
予算額

比較 説明
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様式第１－６（日本工業規格Ａ列４番）

令 和 5 年 6 月 日

国土交通大臣　殿

氏名又は名称 山県市公共交通会議

住 所 岐阜県山県市高木1000番地1

代 表者氏名 会長　久保田　裕司

地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請書

地域内フィーダー系統確保維持計画を別紙のとおり定めたので、関係書類を添えて

　　申請します。

※本申請書に、別添の記載すべき事項を全て記した地域内フィーダー系統確保維持計画を添付すること。
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和6年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで
該当する
要件

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

２．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

３．「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

４．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

５．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

６．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

７．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

運行系統
地域内フィーダー系統の基準適合

（別表７及び別表９）

往31.1ｋｍ

復31.1ｋｍ

往32.3ｋｍ

復32.3ｋｍ

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

市区町村名 運送予定者名
運行系統名
（申請番号）

系統
キロ程

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

岐阜乗合自動車 (1) ハーバス伊自良・大桑線
大桑
雉洞

平和
堂・イ
オン・

伊自
良湖
口

295日 417.0回 路線定期運行 ①
山県バスターミナル
で補助対象地域間
幹線系統岐北線と

③

岐阜乗合自動車 (2) ハーバス伊自良・大桑線
大桑
雉洞

幸報
苑・平
和堂・

伊自
良湖
口

295日 417.0回 路線定期運行 ①
山県バスターミナル
で補助対象地域間
幹線系統岐北線と

③

(3) 日 回

(4) 日 回

(5) 日 回
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。
（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 山県市

人　口

人口集中地区以外 25,280

交通不便地域等 6,726

人　口 対象地区 根拠法

5,870 旧美山町 過疎地域等自立促進特別措置法

856 旧上伊自良村 山村振興法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び
特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

山県市地域公共交通網形成計画 平成30年1月19日

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。
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表６　車両の取得計画の概要（車両減価償却費等補助）（地域内フィーダー系統）

イ ロ ハ

岐阜乗合自動車 1 (1) ハーバス伊自良・大桑線 ノンステップ型スロープ付き 標準仕様 36 2022年3月 割賦

2 （　）

3 （　）

4 （　）

5 （　）

（注）

補助対象車両の種別

１．「補助対象車両の種別」については、イ欄にノンステップ型、ワンステップ型又は小型車両の別を、ロ欄にスロープ付き又はリフト付きの別を、ハ欄に標準仕様（ノンステップバス認定要領（平成２
２年６月４日付け国自技第４９号又は平成２７年７月２日付け国自技第７５号）に基づく認定を受けたもの）又は非標準仕様の別を記載すること。

２．「乗車定員」については、座席数（運転席を含む）に立席数を加えた数を記載すること。なお、立席は座席を除いた面積を１人あたりの専有面積0.14平方メートルで除した数とする（道路運送車両
保安基準第24条、第53条）。

３．「購入年月」については、初年度の場合は購入予定年月を記載すること。

４．「利便増進特例措置」又は「運送継続特例措置」については、地域公共交通利便増進計画又は地域旅客運送サービス継続実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適
用（別表９又は別表１０）を受けた補助対象系統の運行の用に供する場合のみ「○」を記載すること。

５．「購入等の種別」については、一括、割賦又はリースの別を記載すること。

市区町村名 バス事業者等名

申
請
番
号

運行の用に供する
補助対象系統名
（申請番号）

乗車
定員

購入年月

利便
増進
特例
措置

運送
継続
特例
措置

購入等の種別
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生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む）

令和５年６月 日

（名称）山県市公共交通会議

生活交通確保維持改善計画の名称

山県市市域内フィーダー系統確保維持計画

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

(1)事業の目的

本市は、岐阜市の北側に隣接し、JR 岐阜駅及び名鉄岐阜駅から約 9～34 キロメートルと

南北に広範に広がっている。本市の地勢は、山地丘陵部が多く、北端の日永岳を最高峰と

して枝状の山地・過疎地と、長良川支流の武儀川、鳥羽川、伊自良川沿いの平たん地・都

市部で構成されており、地区によって地理的条件が大きく異なっている。

また、本市には鉄道がなく、自動車を利用できない市民にとっては、バスが買い物や通

院などの日常生活になくてはならない交通手段となっている。しかし、バス停から離れた

集落が各地に点在しており、このような公共交通不便地区の解消が課題となっている。

そのため、公共交通不便地区を解消し、買い物や通院などの利用者ニーズを反映した生

活交通を確保することを目的として、地域公共交通確保維持事業に取り組むものである。

(2)事業の必要性

利用者ニーズにあった効率的な運行を実施するためには、各地区の地域特性にあった公

共交通サービスが必要であることから、以下のようにフィーダー路線を確保する。

[ハーバス伊自良・大桑線]

・令和 3年 6月 1 日に新たに開設した「山県バスターミナル」にて、地域間幹線系統であ

る岐北線・岐阜板取線等に接続

・乗り継ぎ利便性の向上

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

（１）事業の目標

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度

・年間乗車人数

ハーバス伊自良・大桑線(合計) ： 17,500 人 17,500 人 17,500 人

（山県市地域公共交通網形成計画 Ｐ８４ 参照）

令和 4年度実績

ハーバス伊自良・大桑線 ： 13,283 人

※路線再編による減便や、新たな路線ハーバス岐大病院線への振替、乗換効率化による影

響を考慮し、昨年度の計画から目標数を変更する。

※コロナ禍前の実績と同等水準で設定したが、依然新型コロナの影響が続いているため、

令和 6年度について、目標値の達成が難しいと考えられる。

（２）事業の効果

ハーバス大桑線、ハーバス伊自良線を路線変更し、統合することで、運行の効率化を図

り、持続可能な公共交通を構築することができた。

ハーバス大桑線、ハーバス伊自良線をハーバス伊自良・大桑線として維持することにより、

大桑、伊自良地域の高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。また、幹

線と接続することで、効率的な運行体系を実現させることができ、外出支援及び地域活性
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化にもつながる。

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

【公共交通ガイドブックの発行】（実施主体 市・公共交通会議）

・ダイヤ改正等にあわせて、定期的にガイドブックを更新し、住民に最新情報の提供を行

い、バスを普段利用しない方への利用促進を図るほか、日常的な利用者にも時刻等が簡

単に確認できるようにすることで、利用の抵抗感をなくす。

（山県市地域公共交通網形成計画 Ｐ.７６）

【地域バス調整会議の開催】（実施主体 市民、交通事業者、市）

・バスの利用方法等の説明会を開催してバスの利便性を周知し、バスに乗車する機会の少

ない人に対して利用促進を図る。また、定期的に地域バス調整会議を開催することで、

住民のバスに対する意識を向上させるとともに、市民の希望と現実のギャップを解消し、

より便利な公共交通を目指す。

（山県市地域公共交通網形成計画 Ｐ.７７）

【企画乗車券の発行】（実施主体 交通事業者、市）

・市街地で複数の施設を訪れる利用者等への割高感や抵抗感を軽減するため、一日乗車券

等の割引乗車券を発行し、利用促進を図る。

（山県市地域公共交通網形成計画 Ｐ.７８）

【バスヘルパーの継続・拡充】（実施主体 住民）

・バスヘルパー事業について、活動を継続していくとともに、新たな活動への参加者を募

り、更なる事業の拡充を図る。

（山県市地域公共交通網形成計画 Ｐ.７８）

【山県バスターミナルの利用促進】

・本市の公共交通拠点となる山県バスターミナルにおける利便性を向上させることで、利

用促進を図る。

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び

運行予定者

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付。

①路線図：別添

②予定している時刻表・運行期間

・時刻表 ：別添

・運行期間：令和 5年 10 月 1 日から

③運送事業者の決定方法

運行安全性、環境配慮、緊急時の対応能力や、営業所位置、キロ当たり経常費用等か

ら総合的に判断し決定する。

④地域内フィーダー系統の補足資料

・ハーバス大桑線・ハーバス伊自良線を路線統合しハーバス伊自良・大桑線とすること

で、運行の効率化を図り、持続可能な公共交通を目指している。

・ハーバス伊自良・大桑線は、「山県バスターミナル」にて、地域間幹線系統である岐北

線・岐阜板取線等に接続している。

・幹線である既存交通や地域間幹線系統と支線である地域内フィーダー系統との役割分

担が明確化されており、地域全体の交通ネットワークを形成するものとして整合を図

っている。

・ハーバス伊自良・大桑線においては運行ダイヤ及び経路の見直しを実施し、バス交通

のサービスレベルの見直しを図っている。

⑤運送事業者を選定した経緯：

平成 15 年の合併以前から、以下の理由により岐阜乗合自動車株式会社を選定している。

・市内に営業所を有する唯一のバス運行会社であり、市内の地理に最も精通していると

考えられること。

・営業路線の廃止代替路線であること。
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・事業規模、過去の実績から、運行安全性、環境配慮、緊急時の対応能力等において優

れていると考えられること。

・同社他市路線の営業収益を当市自主運行バスにも按分されることから、欠損額を低く

抑えられること。

・運行事業者のデータ整備により、大手経路検索サイト等で乗継情報や運賃などが検索

できるようになったこと。

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者

山県市から運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助金を契約経費から

差し引いた差額分を負担することとしている。

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称

岐阜乗合自動車株式会社

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法

【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】

該当なし

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要

【地域間幹線系統のみ】

該当なし

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧

【地域間幹線系統のみ】

該当なし

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期

及びその他特記事項

【地域間幹線系統のみ】

該当なし

11．外客来訪促進計画との整合性

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】

該当なし

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【地域内フィーダー系統のみ】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付。
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13．車両の取得に係る目的・必要性

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】

ハーバス伊自良・大桑線は、大桑、伊自良地域の高齢者等の日常生活に必要不可欠な移

動手段となっており、また、幹線と接続することで、効率的な運行体系を実現させること

ができ、外出支援及び地域活性化にもつながる重要な路線である。本路線を運行するため

に小型バスを使用しているが、老朽化が著しく、安心・安全な運行を実施するためには、

車両の更新が必要不可欠であるため、新たに車両を購入したものである。

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】

（１）事業の目標

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度

・年間乗車人数

ハーバス伊自良・大桑線(合計) ： 17,500 人 17,500 人 17,500 人

（山県市地域公共交通網形成計画 Ｐ８４ 参照）

令和 4年度実績

ハーバス伊自良・大桑線 ： 13,283 人

※路線再編による減便や、新たな路線ハーバス岐大病院線への振替、乗換効率化による影

響を考慮し、昨年度の計画から目標数を変更する。

※コロナ禍前の実績と同等水準で設定したが、依然新型コロナの影響が続いているため、

令和 6年度について、目標値の達成が難しいと考えられる。

（２）事業の効果

ハーバス伊自良・大桑線の車両を更新することで、大桑、伊自良地域の高齢者等の日常

生活に必要不可欠な移動手段が確保され、より安心安全な運行を維持することができる。

また、幹線と接続することで、効率的な運行体系を実現させることができ、外出支援及び

地域活性化にもつながる。

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する

費用の負担者【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補

助金を受けようとする場合のみ】

岐阜乗合自動車株式会社

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策）

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

該当なし

17．貨客混載の導入に係る目的・必要性

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

該当なし
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18．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

（１）事業の目標

該当なし

（２）事業の効果

該当なし

19．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

該当なし

20．協議会の開催状況と主な議論

平成 24 年度

・第 1回(H24.7.10) 山県市公共交通会議設置要綱の改正について

平成 24 年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通

調査事業)について

・第 2回(H24.8.7) 10 月 1 日実施予定の路線廃止･ダイヤ改正について

・第 3回(H25.2.5) 各種調査(アンケート･ヒアリング)結果について

第 1回市民検討会結果について

・第 4回(H25.3.26) 第 2 回市民検討会結果について

山県市公共交通計画(案)について

平成 25 年度

・第 1回(H25.6.3) 山県市公共交通会議設置要綱の改正について

山県市公共交通総合連携計画(案)について

・第 2回(H25.8.8) 山県市公共交通総合連携計画の策定について

山県市生活交通ネットワーク計画の策定について

山県市地域協働推進事業計画の策定について

10月 1 日実施予定の路線変更・ダイヤ改正について

・書面 (H25.10) 平成 25 年度予算、地域協働推進事業業務委託について

・第 3回(H26.2.27) 4 月 1 日実施予定の路線変更・ダイヤ改正について

平成 26 年度

・第 1回(H26.6.27) 山県市生活交通ネットワーク計画の策定について

市町村運営有償運送（市町村福祉輸送）の更新について

平成２６年度地域協働推進事業業務委託について

ハーバス３線＋岐北線神崎系統後期高齢者・障がい者・子ども（小

学生）運賃免除について

岐北線徳永口－笹賀・ハーバス乾線徳永－笹賀間ルート変更につい

て

・書面 (H27.2) 岐阜乗合自動車（株）作成「土日祝日限定ワンデーフリー乗車券」

対象路線に本市自主運行バス全路線を含めることについて
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平成 27 年度

・第 1回(H27.6.29) 山県市公共交通会議設置要綱の改正について

ハーバス大桑線・伊自良線ルート変更、ダイヤ改正について

地域内フィーダー系統確保維持計画(案)について

ハーバス乾線の今後について

・書面 (H27.11) 市地域公共交通網形成計画策定調査業務について

・書面 (H28.1) 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価について

岐阜板取線の路線変更について

・第 2回(H28.2.10) 岐阜乗合自動車（株）作成「土日祝日限定ワンデーフリー乗車券」

対象路線に本市自主運行バス全路線を含めることについて

岐北線美山中学校系統について

公共交通網形成計画策定調査事業中間報告、今後の方向性について

・第 3回(H28.3.24) 山県市公共交通網形成計画骨子の素案について

平成 28 年度

・第 1回（H28.6.27）地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

・書面 （H28.8） 岐阜乗合自動車（株）作成「土日祝日限定ワンデーフリー乗車券」

対象路線に本市自主運行バス全路線を含めることについて

バス停留所の廃止について（美山中学校）

ハーバス乾線の廃止について

運転免許証返納者に対するバス運賃割引制度について

岐阜板取線の路線変更について・第 2回（H29.1.11）地域公共交通

確保維持改善事業の事業評価について

地域公共交通網形成計画（素案）について

ハーバス伊自良線の経路変更について

岐阜乗合自動車（株）作成「土日祝日限定ワンデーフリー乗車券」

対象路線に本市自主運行バス全路線を含めることについて

平成 29 年度

・第 1回（H29.6.26）地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

地域公共交通網形成計画（案）について

市町村有償運送（市町村福祉輸送）の更新について

・書面 (H29.8) 岐阜乗合自動車（株）作成「土日祝日限定ワンデーフリー乗車券」

対象路線に本市自主運行バス全路線を含めることについて

・第 2回（H29.11.28）山県市地域公共交通網形成計画について

地域内フィーダー系統確保維持計画の変更について

・書面 (H30.1) 地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について

岐阜乗合自動車㈱作成「土日祝日限定ワンデーフリー乗車券」対象

路線に本市自主運行バ全路線を含めることについて

平成 30 年度

・第 1回（H30.6.26） 地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

平成３０年度山県市地域公共交通網形成計画推進事業業務委託に

ついて

・書面 (H30.10) 岐阜乗合自動車㈱作成「年末年始フリー乗車券」の対象路線に本市

自主運行バスである岐北線及び岐阜板取線を含めることについて

・第 2回（H31.1.15） 地域公共交通確保維持改善事業及び網形成計画推進事業評価につい

て

実証実験について

・書面 (H31.3) 本市自主運行バスであるハーバス大桑線及び伊自良線のゴールデン

ウィーク中５月２日（木）の運行について

本市自主運行バスである乾乗合タクシーのゴールデンウィーク中

４月２７日（土）、５月２日（木）の運行について
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令和元年度

・第 1回（R01.6.25）地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

平成３１年度山県市地域公共交通網形成計画推進事業業務委託に

ついて

岐阜市コミバスの岐北厚生病院の乗り入れについて

・書面 (R01.7) 消費税改定に伴う岐阜乗合自動車㈱作成「ホリデーパス（土日祝日

限定１日乗車券）」の値上げについて

・第 2回（R02.1.21） 地域公共交通確保維持改善事業及び網形成計画推進事業評価につい

て

山県市公共交通網の再編について

市民アンケート調査について

令和 2年度

・第 1回(R02.7.7) 市町村運営有償運送（市町村福祉輸送）の更新について

地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

山県市公共交通網の再編方針の決定について

・書面 (R02.11） 岐阜乗合自動車㈱作成「年末年始フリー乗車券」の対象路線に本市

自主運行バスである岐北線及び岐阜板取線を含めることについて

・第 2回(R02.12.2) 岐北線、乾乗合タクシーの減便に伴う交通空白地について

美山地域乗合バス（市町村自家用有償運送（交通空白））について

・書面 (R03.1） 地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について

・書面 (R03.2） 土日祝日限定 1日乗車券の設定について

平日昼間帯限定 1日乗車券の設定について

・第 3回(R03.3.29) 岐阜板取線の改正について

岐北線の改正について

岐北線神崎系統の改正について

ハーバス伊自良線、ハーバス大桑線の路線統合のよるハーバス伊自

良・大桑線の新設について

ハーバス岐大病院線の新設について

市街地巡回線の新設について

美山地域デマンド型交通（空白地有償運送）の新設について

乾乗合タクシーの休止について

神崎山県 BT 線（交通空白地有償運送）の新設について

運賃体系について

地域内フィーダー系統確保維持計画の変更について

令和 3年度

・書面 (R03.4) 山県バスターミナルオープン記念乗車券の設定について

・第 1回(R03.6.29) 地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

山県市発行回数券の利用範囲の拡大について

空白地有書運送車両の乗合自動車バス停の利用について

・書面 (R03.8) 岐阜バス IC カード乗車券「ayuca」におけるポイント付与サービ ス

の終了について

ホリデーパスの設定について

昼得きっぷの設定期間延長について

・書面 (R03.9) 岐北厚生病院ロータリーの開設に伴う運行経路及びバス停位置の変

更について

・書面 (R03.9) 岐阜市コミュニティバス「ぐるっとバス」岐北厚生病院ロータリー

の開設に伴う運行経路及びバス停位置の変更について
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岐阜市コミュニティバス「みわっこバス」岐北厚生病院ロータリーの

開設に伴う運行経路及びバス停位置の変更について

・第 2回(R04.1.20) 昼得きっぷの設定期間延長について

岐阜板取線・岐北線における通学定期運賃の制度変更について

令和 4年度生活交通確保維持計画の変更について

地域公共交通確保維持改善事業及び網形成計画推進事業評価につい

て

令和 4年度

・第 1回(R04.6.28) 地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

・書面 (R04.8) 土日祝日限定 1日乗車券（ホリデーパス）の設定について

・書面 (R04.9) 平日昼間時間帯限定 1日乗車券（昼得きっぷ）の通用期間延長につい

て

・第 2回(R05.1.19) 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価について

自家用有償旅客運送の更新について

平日昼間帯限定 1日乗車券（昼得きっぷ）の通用期間延長について

・書面 (R05.3) 岐阜バス創立 80 周年記念 1日フリー乗車券について

令和 5年度

・第 1回(R05.6.22) 地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

市町村運営有償運送（市町村福祉輸送）の更新について

地域公共交通計画の骨子案について

21．利用者等の意見の反映状況

利用者ヒアリング調査や地域バス調整会議等により得られた市民や利用者の意見を反映し

て計画を作成した。また、平成 30 年度に策定した山県市地域公共交通網形成計画を踏まえ

て作成した。

22．協議会メンバーの構成員

副市長 副市長

一般旅客自動車運

送事業者

岐阜乗合自動車株式会社

高富タクシー有限会社

公益社団法人岐阜県バス協会

市民又は利用者の

代表者

市自治会連合会

市老人クラブ連合会女性部

市 PTA 連合会

岐阜運輸支局 中部運輸局岐阜運輸支局

労組等代表 岐阜乗合自動車株式会社労働組合

岐阜県 岐阜県都市建築部都市公園・交通局公共交通課

道路管理者
岐阜土木事務所施設管理課

市建設課

山県警察署 山県警察署交通課

学識経験者 岐阜大学工学部社会基盤工学科教授
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【本計画に関する担当者・連絡先】

（住 所）岐阜県山県市高木 1000 番地 1

（所 属）企画財政課

（氏 名）村瀬 瑞恵

（電 話）0581-22-6825

（e-mail）kikaku@city.gifu-yamagata.lg.jp
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伊自良支所

山県グリーンポート
山県グリーンビレッジ

いじら

朝夕の一部の便は
停車しません（ （

山県警察署前
平和堂高富店（ハーバスの一部の便のみ停車）

岩佐
岩佐下町バス路線

ハーバス伊自良・大桑線
ハーバス岐大病院線
市街地巡回線
美山地域デマンド型交通
神崎山県ＢＴ線
岐北線
岐阜板取線
岐阜バス 岐阜高富線
岐阜バス 岐阜女子大線・高美線
関シティバス 関板取線
片方向のみ運行
主な起点・終点バス停
バス停
無料駐車場
自転車駐輪場

418

418

ハーバス伊自良・大桑線
（平日・土曜日）

神崎山県ＢＴ線（平日）

岐北線神崎系統（土日祝）

HERBBUS

256

256

岐阜板取線

関シティバス関板取線

岐阜バスNavi パソコン・携帯電話・スマートフォンでバスの時刻や運賃などの検索ができます。
パソコン
http://navi.gifubus.co.jp/
携帯電話・スマートフォン
http://navi.gifubus.co.jp/mobile/

山県バスターミナルに無料駐車
場があります。

山県バスターミナル、岐北厚生
病院前、高富小学校前、山県市
役所、伊自良支所、ハリヨ公園、
徳永口、谷合、出戸バス停付近
に自転車駐輪場があります。

発行

平日 7：30～19：30　土日祝 7：30～18：00■ 岐阜バス定期案内所 TEL：058-266-8822
■ 高富タクシー TEL：0581-22-2321■ デマンドバス予約センター TEL：0581-23-1511

岐阜バス高富営業所　TEL：0581-22-5010（下記以外の路線）
美濃営業所　TEL：0575-33-2151（高美線・関シティバス関板取線）

山県市内路線図

岩佐小原

伊

伊自良伊自良

大桑市洞
おおがおおが

山  県  市

岐北線
（平日朝夕・土日祝）

ハーバス岐大病院線
（平日）

岐阜バス
岐阜女子大線・高美線

市街地巡回線 東ルート
（月曜日・木曜日）

市街地巡回線 西ルート
（火曜日・金曜日）

市街地巡回線路線図
（14ページ）

岐阜バス
岐阜高富線

美山地域デマンド型交通（平日昼間）
※美山地域⇔山県バスターミナルを運行
※利用には事前の予約が必要
※平和堂高富店、岐北厚生病院での降車のみ可能

※美山地域⇔山県バスターミナルを運行
※利用には事前の予約が必要
※平和堂高富店、岐北厚生病院での降車のみ可能
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平日（月曜日～金曜日）

ハーバス伊自良・大桑線（伊自良湖口～山県バスターミナル） 令和３年６月１日改正

6:40 8:25 11:00 13:50 15:45 17:50 ‥ ‥ 12:45 14:50 17:00 18:30
6:40 8:25 11:00 13:50 15:45 17:50 ‥ ‥ 12:58 15:03 17:13 18:43
6:41 8:26 11:01 13:51 15:46 17:51
6:43 8:28 11:03 13:53 15:48 17:53
6:45 8:30 11:05 13:55 15:50 17:55 ‥ 9:25 12:10 ‥ 16:20 ‥
6:45 8:30 11:05 13:55 15:50 17:55 ‥ … … ‥ … ‥
6:46 8:31 11:06 13:56 15:51 17:56 7:30 9:51 12:34 14:37 16:44 18:22
6:47 8:32 11:07 13:57 15:52 17:57 7:32 9:53 12:36 14:39 16:46 18:24
6:48 8:33 11:08 13:58 15:53 17:58 7:33 9:54 12:37 14:40 16:47 18:25
6:49 8:34 11:09 13:59 15:54 17:59 ↓ 9:55 12:38 14:41 16:48 18:26
↓ ↓ 11:12 14:02 15:57 18:02 7:34 9:57 12:40 14:43 16:50 18:28
↓ ↓ 11:12 14:02 15:57 18:02 7:34 9:57 12:40 14:43 16:50 18:28
6:51 8:36 11:13 14:03 15:58 18:03 7:36 9:59 12:42 14:45 16:52 18:30
6:52 8:37 11:14 14:04 15:59 18:04 7:37 10:00 12:43 14:46 16:53 18:31
6:53 8:38 11:15 14:05 16:00 18:05 7:38 10:01 12:44 14:47 16:54 18:32
6:54 8:39 11:16 14:06 16:01 18:06 7:38 10:01 12:44 14:47 16:54 18:32
6:55 8:40 11:17 14:07 16:02 18:07 7:39 10:02 12:45 14:48 16:55 18:33
6:55 8:40 11:17 14:07 16:02 18:07 7:40 10:03 12:46 14:49 16:56 18:34
6:56 8:41 11:18 14:08 16:03 18:08 7:42 10:05 12:48 14:51 16:58 18:36
6:58 8:43 11:20 14:10 16:05 18:10 7:44 10:07 12:50 14:53 17:00 18:38
7:00 8:45 11:22 14:12 16:07 18:12 ↓ 10:11 12:54 14:57 17:04 18:42
7:01 8:46 11:23 14:13 16:08 18:13 7:45 10:15 12:58 15:01 17:08 18:46
7:02 8:47 11:24 14:14 16:09 18:14 7:46 10:16 12:59 15:02 17:09 18:47
7:03 8:48 11:25 14:15 16:10 18:15 7:47 10:17 13:00 15:03 17:10 18:48
7:04 8:49 11:26 14:16 16:11 18:16 7:48 10:18 13:01 15:04 17:11 18:49
7:05 8:50 11:27 14:17 16:12 18:17 7:49 10:19 13:02 15:05 17:12 18:50
↓ 8:54 11:31 14:21 16:16 18:21 7:51 10:21 13:04 15:07 17:14 18:52
7:07 8:59 11:36 14:26 16:21 18:26 7:53 10:23 13:06 15:09 17:16 18:54
7:09 9:01 11:38 14:28 16:23 18:28 7:53 10:23 13:06 15:09 17:16 18:54
7:10 9:02 11:39 14:29 16:24 18:29 7:54 10:24 13:07 15:10 17:17 18:55
7:10 9:02 11:39 14:29 16:24 18:29 7:55 10:25 13:08 15:11 17:18 18:56
7:11 9:03 11:40 14:30 16:25 18:30 7:56 10:26 13:09 15:12 17:19 18:57
7:12 9:04 11:41 14:31 16:26 18:31 7:57 10:27 13:10 15:13 17:20 18:58
7:13 9:05 11:42 14:32 16:27 18:32 7:58 10:28 13:11 15:14 17:21 18:59
7:13 9:05 11:42 14:32 16:27 18:32 8:00 10:30 13:13 15:16 ↓ ↓
↓ ↓ 11:44 14:34 16:29 18:34 8:00 10:30 13:13 15:16 ↓ ↓
7:15 9:07 11:46 14:36 16:31 18:36 8:02 10:32 13:15 15:18 17:23 19:01
7:15 9:07 11:46 14:36 16:31 18:36 8:03 10:33 13:16 15:19 17:24 19:02
7:16 9:08 11:47 14:37 16:32 18:37 8:04 10:34 13:17 15:20 17:25 19:03
7:19 9:11 11:50 14:40 16:35 18:40 8:05 10:35 13:18 15:21 17:26 19:04
‥ ‥ 8:05 10:36 13:19 15:22 17:27 19:05
‥ ‥ 12:14 15:06 17:01 19:04 8:06 10:37 13:20 15:23 17:28 19:06

8:07 10:38 13:21 15:24 17:29 19:07
8:10 10:41 13:24 15:27 17:32 19:10

7:03 8:50 ‥ 14:22 16:27 ‥ 8:11 10:42 13:25 15:28 17:33 19:11
7:18 9:05 ‥ 14:37 16:42 ‥ 8:12 10:43 13:26 15:29 17:34 19:12

■伊自良湖口➡山県バスターミナル ■山県バスターミナル➡伊自良湖口

〔行先欄〕 山県BT：山県バスターミナル　岐大病院：岐阜大学病院　伊自良湖：伊自良湖口
※山県バスターミナルでは、JR岐阜方面のバス（5～20分間隔で発着）にのりかえができます。
※日祝日及び12月31日～1月3日は運休します。
※遅延等により、時刻表のとおり乗り継げない場合があります。

岐阜大学病院方面から伊自良方面へは、ハリヨ公園でのりかえ

伊自良方面から岐阜大学病院方面へは、ハリヨ公園でのりかえ
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土曜日

ハーバス伊自良・大桑線（伊自良湖口～山県バスターミナル） 令和３年６月１日改正

8:15 10:35 13:20 16:35 18:25 ‥ 9:00 12:10 15:00 17:00
8:15 10:35 13:20 16:35 18:25 ‥
8:16 10:36 13:21 16:36 18:26 7:15 9:26 12:34 15:24 17:24
8:18 10:38 13:23 16:38 18:28 7:17 9:28 12:36 15:26 17:26
8:20 10:40 13:25 16:40 18:30 7:18 9:29 12:37 15:27 17:27
8:20 10:40 13:25 16:40 18:30 ↓ 9:30 12:38 15:28 17:28
8:21 10:41 13:26 16:41 18:31 7:19 9:32 12:40 15:30 17:30
8:22 10:42 13:27 16:42 18:32 7:19 9:32 12:40 15:30 17:30
8:23 10:43 13:28 16:43 18:33 7:21 9:34 12:42 15:32 17:32
8:24 10:44 13:29 16:44 18:34 7:22 9:35 12:43 15:33 17:33
↓ 10:47 13:32 16:47 18:37 7:23 9:36 12:44 15:34 17:34
↓ 10:47 13:32 16:47 18:37 7:23 9:36 12:44 15:34 17:34
8:26 10:48 13:33 16:48 18:38 7:24 9:37 12:45 15:35 17:35
8:27 10:49 13:34 16:49 18:39 7:25 9:38 12:46 15:36 17:36
8:28 10:50 13:35 16:50 18:40 7:27 9:40 12:48 15:38 17:38
8:29 10:51 13:36 16:51 18:41 7:29 9:42 12:50 15:40 17:40
8:30 10:52 13:37 16:52 18:42 ↓ 9:46 12:54 15:44 17:44
8:30 10:52 13:37 16:52 18:42 7:30 9:50 12:58 15:48 17:48
8:31 10:53 13:38 16:53 18:43 7:31 9:51 12:59 15:49 17:49
8:33 10:55 13:40 16:55 18:45 7:32 9:52 13:00 15:50 17:50
8:35 10:57 13:42 16:57 18:47 7:33 9:53 13:01 15:51 17:51
8:36 10:58 13:43 16:58 18:48 7:34 9:54 13:02 15:52 17:52
8:37 10:59 13:44 16:59 18:49 7:36 9:56 13:04 15:54 17:54
8:38 11:00 13:45 17:00 18:50 7:38 9:58 13:06 15:56 17:56
8:39 11:01 13:46 17:01 18:51 7:38 9:58 13:06 15:56 17:56
8:40 11:02 13:47 17:02 18:52 7:39 9:59 13:07 15:57 17:57
8:44 11:06 13:51 17:06 18:56 7:40 10:00 13:08 15:58 17:58
8:49 11:11 13:56 17:11 19:01 7:41 10:01 13:09 15:59 17:59
8:51 11:13 13:58 17:13 19:03 7:42 10:02 13:10 16:00 18:00
8:52 11:14 13:59 17:14 19:04 7:43 10:03 13:11 16:01 18:01
8:52 11:14 13:59 17:14 19:04 7:45 10:05 13:13 ↓ ↓
8:53 11:15 14:00 17:15 19:05 7:45 10:05 13:13 ↓ ↓
8:54 11:16 14:01 17:16 19:06 7:47 10:07 13:15 16:03 18:03
8:55 11:17 14:02 17:17 19:07 7:48 10:08 13:16 16:04 18:04
8:55 11:17 14:02 17:17 19:07 7:49 10:09 13:17 16:05 18:05
↓ 11:19 14:04 17:19 19:09 7:50 10:10 13:18 16:06 18:06
8:57 11:21 14:06 17:21 19:11 7:50 10:11 13:19 16:07 18:07
8:57 11:21 14:06 17:21 19:11 7:51 10:12 13:20 16:08 18:08
8:58 11:22 14:07 17:22 19:12 7:52 10:13 13:21 16:09 18:09
9:01 11:25 14:10 17:25 19:15 7:55 10:16 13:24 16:12 18:12
‥ ‥ ‥ 7:56 10:17 13:25 16:13 18:13
‥ 11:49 14:36 ‥ ‥ 7:57 10:18 13:26 16:14 18:14

■伊自良湖口➡山県バスターミナル ■山県バスターミナル➡伊自良湖口

〔行先欄〕 山県BT：山県バスターミナル　伊自良湖：伊自良湖口
※山県バスターミナルでは、JR岐阜方面のバス（5～20分間隔で発着）にのりかえができます。
※日祝日及び12月31日～1月3日は運休します。
※遅延等により、時刻表のとおり乗り継げない場合があります。

山県市公共交通 GUIDE BOOK

3どの世代においても住みよい、便利で快適なまちを実現する地域公共交通体系の構築（山県市地域公共交通網形成計画基本方針）
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ハーバス伊自良・大桑線（大桑雉洞～山県市役所）
平日（月曜日～金曜日）

令和３年６月１日改正

7:25 9:25 12:10 16:20 ‥ 11:00 13:50 15:45 17:50
7:25 9:25 12:10 16:20 ‥ 11:13 14:03 15:58 18:03
7:26 9:26 12:11 16:21 ‥
7:26 9:26 12:11 16:21 8:25 11:27 14:17 16:12 18:17
7:27 9:27 12:12 16:22 8:29 11:31 14:21 16:16 18:21
7:27 9:27 12:12 16:22 8:34 11:36 14:26 16:21 18:26
7:28 9:28 12:13 16:23 8:36 11:38 14:28 16:23 18:28
7:28 9:28 12:13 16:23 8:37 11:39 14:29 16:24 18:29
7:29 9:29 12:14 16:24 8:37 11:39 14:29 16:24 18:29
7:29 9:29 12:14 16:24 8:38 11:40 14:30 16:25 18:30
7:30 9:30 12:15 16:25 8:39 11:41 14:31 16:26 18:31
7:31 9:31 12:16 16:26 8:40 11:42 14:32 16:27 18:32
7:31 9:31 12:16 16:26 8:40 11:42 14:32 16:27 18:32
↓ 9:32 ↓ ↓ ↓ 11:44 14:34 16:29 18:34
7:32 9:34 12:17 16:27 8:42 11:46 14:36 16:31 18:36
7:32 9:34 12:17 16:27 8:42 11:46 14:36 16:31 18:36
7:34 9:36 12:19 16:29 8:43 11:47 14:37 16:32 18:37
7:34 9:36 12:19 16:29 8:46 11:50 14:40 16:35 18:40
7:35 9:37 12:20 16:30 8:48 11:52 14:42 16:37 18:42
7:36 9:38 12:21 16:31 8:49 11:53 14:43 16:38 18:43
7:37 9:39 12:22 16:32 8:50 11:54 14:44 16:39 18:44
7:37 9:39 12:22 16:32 8:52 11:56 14:46 16:41 18:46
7:38 9:40 12:23 16:33 8:53 11:57 14:47 16:42 18:47
7:40 9:42 12:25 16:35 8:54 11:58 14:48 16:43 18:48
7:41 9:43 12:26 16:36 8:56 12:00 14:50 16:45 18:50
7:42 9:44 12:27 16:37 8:57 12:01 14:51 16:46 18:51
7:44 9:46 12:29 16:39 8:57 12:01 14:51 16:46 18:51
7:45 9:47 12:30 16:40 8:58 12:02 14:52 16:47 18:52
7:46 9:48 12:31 16:41 8:58 12:02 14:52 16:47 18:52
7:49 9:51 12:34 16:44 ↓ ↓ 14:53 16:48 ↓
7:51 9:53 12:36 16:46 8:59 12:03 14:55 16:50 18:53
7:52 9:54 12:37 16:47 8:59 12:03 14:55 16:50 18:53
↓ 9:55 12:38 16:48 9:01 12:05 14:57 16:52 18:55
7:53 9:57 12:40 16:50 9:01 12:05 14:57 16:52 18:55
7:53 9:57 12:40 16:50 9:02 12:06 14:58 16:53 18:56
7:55 9:59 12:42 16:52 9:03 12:07 14:59 16:54 18:57
7:56 10:00 12:43 16:53 9:04 12:08 15:00 16:55 18:58
7:57 10:01 12:44 16:54 9:04 12:08 15:00 16:55 18:58
7:57 10:01 12:44 16:54 9:05 12:09 15:01 16:56 18:59
7:58 10:02 12:45 16:55 9:05 12:09 15:01 16:56 18:59
7:59 10:03 12:46 16:56 9:06 12:10 15:02 16:57 19:00
8:01 10:05 12:48 16:58 9:07 12:11 15:03 16:58 19:01
8:07 ↓ ↓ ↓ 9:08 12:12 15:04 16:59 19:02
8:11 10:07 12:50 17:00 9:08 12:12 15:04 16:59 19:02
‥ 10:11 12:54 17:04 9:09 12:13 15:05 17:00 19:03
‥ 9:09 12:13 15:05 17:00 19:03
‥ 10:28 13:11 17:21 9:10 12:14 15:06 17:01 19:04
‥ 10:43 13:26 17:34

■大桑雉洞➡山県市役所 ■山県市役所➡大桑雉洞

〔行先欄〕 山県BT：山県バスターミナル　山市：山県市役所　伊自良湖：伊自良湖口
※山県バスターミナルでは、JR岐阜方面のバス（5～20分間隔で発着）にのりかえができます。
※日祝日及び12月31日～1月3日は運休します。
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ハーバス伊自良・大桑線（大桑雉洞～山県市役所）
土曜日

令和３年６月１日改正

9:00 11:00 12:10 15:00 17:00 ‥ ‥ 10:35 13:20 ‥
9:00 11:00 12:10 15:00 17:00 ‥ ‥ 10:48 13:33 ‥
9:01 11:01 12:11 15:01 17:01 ‥ ‥ ‥
9:01 11:01 12:11 15:01 17:01 ‥ 9:55 11:02 13:47 16:06
9:02 11:02 12:12 15:02 17:02 ‥ 9:59 11:06 13:51 16:10
9:02 11:02 12:12 15:02 17:02 ‥ 10:04 11:11 13:56 16:15
9:03 11:03 12:13 15:03 17:03 ‥ 10:06 11:13 13:58 16:17
9:03 11:03 12:13 15:03 17:03 ‥ 10:07 11:14 13:59 16:18
9:04 11:04 12:14 15:04 17:04 ‥ 10:07 11:14 13:59 16:18
9:04 11:04 12:14 15:04 17:04 ‥ 10:08 11:15 14:00 16:19
9:05 11:05 12:15 15:05 17:05 ‥ 10:09 11:16 14:01 16:20
9:06 11:06 12:16 15:06 17:06 ‥ 10:10 11:17 14:02 16:21
9:06 11:06 12:16 15:06 17:06 ‥ 10:10 11:17 14:02 16:21
9:07 ↓ ↓ ↓ ↓ ‥ 10:12 11:19 14:04 16:23
9:09 11:07 12:17 15:07 17:07 ‥ 10:14 11:21 14:06 16:25
9:09 11:07 12:17 15:07 17:07 ‥ 10:14 11:21 14:06 16:25
9:11 11:09 12:19 15:09 17:09 ‥ 10:15 11:22 14:07 16:26
9:11 11:09 12:19 15:09 17:09 8:20 10:18 11:25 14:10 16:29
9:12 11:10 12:20 15:10 17:10 8:22 10:20 11:27 14:12 16:31
9:13 11:11 12:21 15:11 17:11 8:23 10:21 11:28 14:13 16:32
9:14 11:12 12:22 15:12 17:12 8:24 10:22 11:29 14:14 16:33
9:14 11:12 12:22 15:12 17:12 8:26 10:24 11:31 14:16 16:35
9:15 11:13 12:23 15:13 17:13 8:27 10:25 11:32 14:17 16:36
9:17 11:15 12:25 15:15 17:15 8:28 10:26 11:33 14:18 16:37
9:18 11:16 12:26 15:16 17:16 8:30 10:28 11:35 14:20 16:39
9:19 11:17 12:27 15:17 17:17 8:31 10:29 11:36 14:21 16:40
9:21 11:19 12:29 15:19 17:19 8:31 10:29 11:36 14:21 16:40
9:22 11:20 12:30 15:20 17:20 8:32 10:30 11:37 14:22 16:41
9:23 11:21 12:31 15:21 17:21 8:32 10:30 11:37 14:22 16:41
9:26 11:24 12:34 15:24 17:24 ↓ ↓ ↓ 14:23 16:42
9:28 11:26 12:36 15:26 17:26 8:33 10:31 11:38 14:25 16:44
9:29 11:27 12:37 15:27 17:27 8:33 10:31 11:38 14:25 16:44
9:30 11:28 12:38 15:28 17:28 8:35 10:33 11:40 14:27 16:46
9:32 11:30 12:40 15:30 17:30 8:35 10:33 11:40 14:27 16:46
9:32 11:30 12:40 15:30 17:30 8:36 10:34 11:41 14:28 16:47
9:34 11:32 12:42 15:32 17:32 8:37 10:35 11:42 14:29 16:48
9:35 11:33 12:43 15:33 17:33 8:38 10:36 11:43 14:30 16:49
9:36 11:34 12:44 15:34 17:34 8:38 10:36 11:43 14:30 16:49
9:36 11:34 12:44 15:34 17:34 8:39 10:37 11:44 14:31 16:50
9:37 11:35 12:45 15:35 17:35 8:39 10:37 11:44 14:31 16:50
9:38 11:36 12:46 15:36 17:36 8:40 10:38 11:45 14:32 16:51
9:40 11:38 12:48 15:38 17:38 8:41 10:39 11:46 14:33 16:52
↓ 11:44 ↓ ↓ ↓ 8:42 10:40 11:47 14:34 16:53
9:42 11:48 12:50 15:40 17:40 8:42 10:40 11:47 14:34 16:53
9:46 ‥ 12:54 15:44 17:44 8:43 10:41 11:48 14:35 16:54

‥ 8:43 10:41 11:48 14:35 16:54
10:03 ‥ 13:11 16:01 18:01 8:44 10:42 11:49 14:36 16:55
10:18 ‥ 13:26 16:14 18:14

■大桑雉洞➡山県市役所 ■山県市役所➡大桑雉洞

〔行先欄〕 山県BT：山県バスターミナル　山市：山県市役所　伊自良湖：伊自良湖口
※山県バスターミナルでは、JR岐阜方面のバス（5～20分間隔で発着）にのりかえができます。
※日祝日及び12月31日～1月3日は運休します。
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 １

交通不便地区図

過疎地

山村振興地域
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山県市 令和2年国勢調査より

総人口 人口集中地区 人口集中地区以外
25,280人 0人 25,280人
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市町村運営有償運送（市町村福祉運送）の更新について

本市では、山県市外出支援サービス実施要綱（平成１５年４月制定）に基づき、公共

交通機関を利用することが困難な高齢者の外出を専用車両を用いて支援することにより、

高齢者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的として、山県

市外出支援サービス事業を実施しております。

この事業を適正に進めるため、平成１５年１０月８日に旧道路運送法第８０条第１項

及び同法施行規則第５０条の規定により、中部運輸局岐阜運輸支局へ申請し、同年１０

月１６日に有償運送の許可を頂きました。

以後、平成１８年１０月１日に道路運送法の一部改正により許可制から登録制に移行

されたことに伴い、新道路運送法の規定に基づき有償運送の登録を行い、以降３年ごと

に登録を更新し、現在は令和２年１０月１日から令和５年９月３０日までの登録有効期

間になっております。

本市が行う外出支援サービスは、要支援や要介護認定者等で、医療機関への通院が困

難な方のための交通手段であり、現在の利用者は１７名で年間１７０回程度の利用とな

っています。

市の地域性として、特に北部地域にあっては、医療機関もなく、高齢化も進んでいる

ことから、今後も山県市外出支援サービス事業により支援を継続していく必要がありま

すので、市町村運営有償運送（市町村福祉運送）の更新を行うものです。

外出支援サービス事業内容

１．事業実施主体 山県市

２．対象者

市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する方で、山県市高齢者サービス

調整連絡会議設置要綱に基づく連絡会議において必要と認められた方。

①市町村民税非課税世帯の要支援又は要介護認定者で、通院の困難な方。

②障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準（平成３年１１月１８日

老健第１０２－２号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知）によるランク B
以上に該当する方で一般交通機関を利用することが困難な方。

③前２号に掲げる方のほか、市長が特に必要があると認めた方。
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３．事業内容 ① 市内の医療機関へ通院する場合の送迎。

② 送迎は、月に２回までとする。

③ 送迎が認められた方のうち、連絡協議会において車両の乗降等

に伴う介助若しくは移送にかかる介助を必要とされた方は、利

用者の責任において介護者を確保しています。

４． 事業の委託 受託者 社会福祉法人 山県市社会福祉協議会

住 所 山県市東深瀬６９６番地１

５． 移送車両 （所有 山県市）

・車椅子車両（軽自動車） １台

・兼用車両 （軽自動車） １台

６． 移送車両車庫 住 所 山県市東深瀬６９６番地１

外出支援サービス事業実績

平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

実利用者

（人） ２１ １９ ２５ ２１ １７

延べ利用

回数（回） １６５ １９９ ２０６ １９１ １７２

収入金額

（円） 82,500 99,500 103,000 95,500 86,000
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山 福 第 号

令和 年 月 日

中部運輸局 岐阜運輸支局長 殿

山県市長 林 宏優

自家用有償旅客運送の更新登録の申請

このたび、自家用有償旅客運送の有効期間の更新を行いたいので、道路運送法第７９条

の６及び同法施行規則第５１条の１０の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

１. 名称、住所、代表者の氏名
名 称 ： 山県市

住 所 ： 岐阜県山県市高木１０００番地１

代表者の氏名 ： 山県市長 林宏優

２. 登録番号

中岐市福第４号（平成２３年９月３０日）

３. 自家用有償旅客運送の種別

市町村運営有償運送（市町村福祉輸送）

４. 路線又は運送の区域
(1) 路 線

(2) 運送の区域

起 点 主たる経過地 終 点 キ ロ 程

１

２

３

４

５

区 域 備 考

山県市内

3



５. 事務所の名称及び位置

６. 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数

軽自動車については、（ ）内に内数で記載すること

７. 運送しようとする旅客の範囲

８．路線又は運送の区域ごとの対価の額

（必要に応じ関係資料を添付のこと）

◎利用料金（１回当たり） ５００円

◎委託業務契約書（写）添付

◎山県市外出支援サービス事業実施要綱 添付

◎山県市高齢者サービス調整連絡会議設置要綱 添付

９．添付書類

（１）路線図

（２）地域公共交通会議（又は協議会）において協議が調ったことを証する書類

（３）自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類

（４）運転者が必要な要件を備えていることを証する書類

（５）運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類

（６）整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類

（７）事故発生時の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類

（８）運送しようとする旅客の名簿（市町村福祉輸送を行う場合に限る。）

（９）登録証

事務所の名称 位 置

社会福祉法人

山県市社会福祉協議会
岐阜県山県市東深瀬 696 番地１

事務所の名称

交通空白輸送 市 町 村 福 祉 輸 送
合 計

（軽）
バ ス 普通自動車 小 計 寝台車

（軽）

車いす車

（軽）

兼用車

（軽）

回転シート車

（軽）

セダン等

（軽）

小 計

（軽）

山県市社会福祉協議会

－ － － －

(－)

１

( 1)

１

( 1)

－

(－)

－

(－)

２

( 2)

２

( 2)

市町村福祉輸送

市内に住所を有するとともに、次のいずれかに該当する者で、山県市高齢者サービス調整連絡会議に

おいて必要と認めた者。

①市町村民税非課税世帯の要支援又は要介護認定者で通院の困難なもの

②障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準（平成３年１１月１８日老健第１０２-２号厚生

省大臣官房老人保健福祉部長通知）によるランクＢ以上に該当する者で一般交通機関を利用するこ

とが困難なもの

③市長が特に必要があると認めた者

4
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○山県市外出支援サービス事業実施要綱

平成１５年４月１日

告示第２７号

改正 平成１６年３月２４日告示第２３号

平成１７年４月１日告示第３０号

平成１８年３月３１日告示第４３号

平成２８年３月１８日告示第２３号

令和４年３月２９日告示第５２号

（目的）

第１条 この要綱は、居宅において日常生活を営むのに支障のある者に対し、専用

車両を用いて外出支援サービスを行うことにより、高齢者が健全で安らかな生活

を営むことができるよう援助することを目的とする。

（実施主体）

第２条 外出支援サービス事業（以下「事業」という。）の実施主体は、山県市（以

下「市」という。）とする。

（対象者）

第３条 事業の対象者は市に住所を有するとともに、次の各号のいずれかに該当す

る者で、山県市高齢者サービス調整連絡会議設置要綱（平成１５年山県市訓令甲

第２５号）に基づく連絡会議（以下「連絡会議」という。）において必要と認め

たものとする。

（１） 市町村民税非課税世帯の要支援又は要介護認定者で、通院の困難なもの

（２） 障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準（平成３年１１月１

８日老健第１０２―２号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知）によるランクB

以上に該当する者で一般交通機関を利用することが困難なもの

（３） 前２号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認めた者

（事業の内容）

第４条 事業の内容は、市内の医療機関へ通院する場合の送迎とする。

２ 前項の送迎は、１月に２回までとする。ただし、市長が必要があると認めた場

合は、この限りでない。
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３ 前条の規定により送迎が必要と認められた者のうち、連絡会議において車両の

乗降等に伴う介助若しくは移送に係る介助を必要とされたものは、利用者の責任

において介護者を確保しなければならない。

（事業委託）

第５条 市長は、事業を社会福祉法人山県市社会福祉協議会（以下「受託者」とい

う。）に委託して実施する。

（利用の申請）

第６条 事業の利用を希望する者は、外出支援サービス利用（変更）申請書（様式

第１号）により市長に申請するものとする。

（利用の決定）

第７条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに連絡会議において

その利用の要否を決定し、外出支援サービス利用決定（却下）通知書（様式第２

号）により申請者に通知するとともに、受託者の代表者に関係書類を送付するも

のとする。

（申請の変更）

第８条 申請者が前条の規定により利用決定を受けた後において、サービスの内容

を変更しようとする場合については、前２条の規定を準用する。この場合におい

て、前２条中「利用」とあるのは、「利用内容の変更等」と読み替えるものとす

る。

（費用の負担）

第９条 外出支援サービスを利用する者は、別表に定める額を利用料として負担し

なければならない。

２ 市長は、利用回数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、申請者に

請求するものとする。

（関係機関との連携）

第１０条 市長は、事業の実施に当たっては、連絡会議を活用し、民生委員等関係

機関との連携を密にするとともに、受託者等との連絡・調整を行い、事業を円滑

に実施するものとする。

（補則）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
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（施行期日）

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行前に、合併前の（高富町）外出支援サービス事業実施要綱（平

成１３年４月１日施行）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それ

ぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則（平成１６年３月２４日告示第２３号）

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年４月１日告示第３０号）

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年３月３１日告示第４３号）

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年３月１８日告示第２３号）

（施行期日）

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際、第１条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業

実施要綱、第２条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第

３条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第４条の規定

による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第５条の規

定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第６条の規

定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第７条の規定による改正

前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第８条の規定による改正前の山県市社

会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽

減制度事業実施要綱、第９条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス

事業運営要綱、第１０条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施

要綱、第１１条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第１２

条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第１３条の規定

による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第１４条の規定によ

る改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第１５条

の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要
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綱、第１６条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成

事業実施要綱、第１７条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成

事業実施要綱、第１８条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購

入助成事業実施要綱、第１９条の規定による改正前の山県市障害者グループホー

ム等移行助成事業実施要綱、第２０条の規定による改正前の山県市障害者補装具

費支給事務取扱要綱、第２１条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う

償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第２２条の規定による改正前の山県

市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第２３条の規定によ

る改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第２４条の規定

による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予

防サービス事業所の指定等に関する規程、第２５条の規定による改正前の山県市

指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第２６条の規定による改正前の

山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第２７条の規定による改正前

の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第２８条の規定に

よる改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第２９条の規定による改正前の山

県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第３０条の規定による改正前の山県市

新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当

分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則（令和４年３月２９日告示第５２号）

この告示は、令和４年４月１日から施行する。

別表（第９条関係）

利用料金（１回につき） ５００円
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様式第１号（第６条関係）

様式第２号（第７条関係）
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○山県市高齢者サービス調整連絡会議設置要綱

平成１５年４月１日

訓令甲第２５号

改正 平成１９年３月２２日訓令甲第１４号

平成２３年５月２５日訓令甲第８号

平成２４年３月２６日訓令甲第３６号

令和４年５月２０日訓令甲第８号

（設置）

第１条 高齢者に対する保健、福祉及び医療に係る各種サービスを総合的に調整、

推進し、多様なニーズに対応した適切なサービスを提供するため、高齢者サービ

ス調整連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。

（組織）

第２条 連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。

（１） 岐北厚生病院医療福祉相談室職員

（２） 山県市地域包括支援センター職員

（３） 山県市社会福祉協議会職員

（４） 民生委員

（５） その他市長が必要と認める者

（事業内容）

第３条 連絡会議は、次に掲げる事業を行う。

（１） 行政福祉サービスを必要とする高齢者が、適切なサービスの提供を受け

られるケア計画が策定されているかどうかを協議し、サービス提供機関へのサ

ービス提供要請等を行うこと。

（２） 複合ニーズを有する処遇困難なケースについて、具体的な処遇に関して

協議し、適切なケア計画の策定及びサービス提供機関へのサービス提供の要請

等を行うこと。

（３） 協議された計画について、定期的なケース検討によりフォローアップを

行うこと。

（会議）

第４条 連絡会議は、必要に応じて福祉課長が招集する。

（庶務）
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第５条 連絡会議の庶務は、福祉課において処理する。

（秘密の保持）

第６条 連絡会議の構成員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

（補則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年３月２２日訓令甲第１４号）

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年５月２５日訓令甲第８号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（平成２４年３月２６日訓令甲第３６号）

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（令和４年５月２０日訓令甲第８号）

この訓令は、公表の日から施行する。
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